
 

 

大阪市生野区学校体育施設開放事業における学校体育館の空気調和設備の使用要綱 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、大阪市生野区学校体育施設開放事業実施要綱に基づく学校体育施設開放事業における体

育館の空気調和設備（以下「空調」という。）の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象となる空調） 

第２条 この要綱の対象となる空調は、生野区内にある市立学校の体育館の空調であるものとする。 

（使用可能期間） 

第３条 空調の使用可能期間は、毎年６月 1日から９月３０日までとするものする。 

（使用申込み） 

第４条 空調の使用を希望する団体（以下「利用団体」という。）は、使用申込書（様式第１号）を各学校体育

施設開放事業運営委員会（以下「運営委員会」という。）に提出しなくてはならない。 

２ 運営委員会は使用申込書（様式第１号）を取りまとめ、区長に提出しなければならない。 

 

第５条 削除 

 

（使用実績報告） 

第６条 利用団体は、毎月、使用月の翌月の５日までに運営委員会に使用報告書（様式第３号）を提出し、運営

委員会は、利用団体より受領した使用報告書（様式第３号）を取りまとめて使用実績報告書（様式第２号）を作

成し、第３条に規定する使用可能期間終了後速やかに区長へ提出するものとする。 

 

第７条及び第８条 削除 

 

（その他） 

第９条 利用団体は、虚偽の使用報告を行ってはならない。虚偽報告が判明した場合、区長は運営委員会に対し

調査並びに報告を求め、調査の結果、利用団体における虚偽の使用報告が判明した場合、区長は、運営委員会に

対し、当該利用団体の体育館の使用を以後３年間認めない取扱いをするよう指示するものとする。 

２ 運営委員会が、第１項の指示を行使しない場合、区長は、当該運営委員会に対し体育館の使用をしないよう

指示できるものとする。 

３ 利用団体は、空調使用中に機械に異変を感じた時は使用を中止し、速やかに運営委員会に報告を行い、運営

委員会は速やかに学校長及び区長へ報告を行わなければならない。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正要綱は、令和４年６月１日から施行する。ただし、実費相当額徴収に関しては、令和４年９月 30 日ま

での間、第７条及び第８条の規定は、適用しない。 

 

附 則 

この改正要綱は、令和４年 11 月 1日から施行する。 



 

 

（様式第１号） 

 

大阪市立            体育館の空気調和設備使用申込書 

 

令和  年  月  日  

 

体育施設開放事業運営委員会 様 

 

申請者 利用団体名                  

                     代表者氏名                  

                     連 絡 先                  

 

標題につきまして、次のとおり使用を申込みます。 

 

記 

 

学校名 大阪市立 

期 間 令和   年   月   日 ～ 令和   年   月   日 

曜 日 

時間帯 

回 数 

①  曜日  時  分～  時  分  毎週・その他（      ） 

②  曜日  時  分～  時  分  毎週・その他（      ） 

③  曜日  時  分～  時  分  毎週・その他（      ） 

 

 

【使用条件】 

 

 ・空気調和設備に異常が発生した場合は、使用を止め、速やかに運営委員会に報告を行うこと。 

 

 ・体育館使用終了時に、必ず空気調和設備の電源を切っているか確認すること。 

 

 ・熱中症対策用であることを理解し、省エネの観点からも節度ある使用に努めること。 



 

 

（様式第２号） 

大阪市立            体育館の空気調和設備使用実績報告書 

（令和  年分） 

令和  年  月  日 

 

大阪市生野区長 様 

 

体育施設開放事業運営委員会 

委員長                  

 

標題について、次のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 合計使用時間数   ６月：     時間 

            ７月：     時間 

            ８月：     時間 

            ９月：     時間 

 

２ 利用団体内訳    別紙「使用報告書（様式第３号）」のとおり 

 

※ 利用団体から提出された各月ごとの別紙（様式第３号）の写しを添付してください。 

※ 空調使用可能期間（毎年６月１日から９月３０日）終了後速やかに生野区役所地域まちづく

り課まで提出してください。（メール提出も可） 

【連絡先】電 話：０６－６７１５－９０２０ 

     メール：to0002 @city.osaka.lg.jp 



（裏面へ続く） 

（様式第３号） 

 

令和  年  月  日 

 

大阪市立       体育施設開放事業 

運営委員会委員長 様 

 

 

大阪市立        体育施設開放事業運営委員会 

 

利用団体：                     

 

 

生野区学校体育施設開放事業 

学校体育館の空気調和設備にかかる使用報告書（ 月分） 
 

 

標題について、次のとおり報告します。 

空調使用時間 

（合計） 
時間    分     ※１分単位で合計のうえご記入ください 

    

日 曜日 
空調使用時間 空調 

使用時間 

体育館 

利用時間 

当日の 

参加人数 
電源を入れた時間  電源を消した時間 

1 水 19：05 ～ 20：45 １：40 2：00 ８ 

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

（例） 



 

日 曜日 
空調使用時間 空調 

使用時間 

体育館 

利用時間 

当日の 

参加人数 
電源を入れたとき  電源を消したとき 

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  

  ： ～ ： ： ：  


